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平成３１年度 三郷市立北中学校 部活動に係る活動方針

平成３１年３月１日

三郷市立北中学校

１ 部活動の目的

部活動は、生徒の自主的・自発的な参加により行われ、学習意欲の向上や自己肯定

感、責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであ

る。また、スポーツ、文化及び科学等に親しませるだけでなく、異年齢との交流をと

おして、生徒同士や生徒と教員等との好ましい人間関係の構築を図るなど、生徒の多

様な学びの活動である。

（１）心身をリフレッシュさせるだけでなく、仲間とともに自主的・自発的に行う

活動が多くの生徒に喜びと生きがいをもたらし、学校生活を豊かで充実した

ものにする。

（２）学級や学年を離れた集団の中で、互いに認め合い、励まし合い、高め合いな

がら自己の存在や責任を見つめ、豊かな人間性や社会性を育成する。

（３）共通の目標に向かって努力する過程を通して、顧問と生徒、生徒同士の信頼

関係が深まり、教員にとっても、生徒理解をより深めるための重要な機会で

ある。

（４）部活動の充実により、生徒一人一人の教育活動全般への意欲が高まり、学校

全体が活性化する。

２ 平成３０年度の部活動

運動部活動名 文化部活動名

１.野球部 1.吹奏楽部

２.サッカー部 2.美術部

３.陸上競技部 3.パソコン部

４.男子ソフトテニス部 4.

５.女子バスケットボール部 5.

６.女子バレーボール部 6.

７.男女卓球部 7.

８.男女バドミントン部 8.

９.男女ハンドボール部 9.

10.柔道部 10.

３ 活動計画

(1) 毎月の活動計画を必要に応じて、生徒及び保護者に公表する。

(2) 毎月の活動計画及び活動実績の策定に当たっては、生徒の状況、各部活動の特性

などを考慮する。

４ 適切な活動時間及び休養日等の設定

部活動における活動時間及び休養日については、成長期にある生徒が、運動、食事、

休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、以下を原則とする。
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(1) 活動時間

① １日の活動時間は、平日では３時間程度、学校の休業日（学期中の週末を含む。）

も３時間程度とし、できるだけ短時間に、効率的・効果的な活動を行う。

② 朝の練習については、生徒の生活習慣を考慮する必要があるため、原則午前７

時 30分登校後に練習を開始するものとする。
(2) 休養日の設定

① 土曜日 及び日曜日（以下「週末」という。）は少なくとも１日以上を休養日と

する。週末に大会・コンクール等への参加等で活動した場合は、休養日を他の

日に振り替えるよう努める。

② 長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分

な休養を取ることができるとともに、部活動以外にも多様な活動を行うことが

できるよう、一定程度長期の休養期間を設ける。

(3) 大会等への対応

大会等の前の休養日及び活動時間については、（１）（２）に規定する活動時間及

び休養日の限りではない。ただし、生徒や部活動顧問の過度の負担とならないよう

配慮するものとする。活動に当たっては、予め校長の許可を得る。

(4) 定期試験への対応

中間試験開始日の３日前から終了までの期間、期末試験開始日の５日前から終了

までの期間は、休養日とする。

５ 事故防止及び健康管理

校長及び部顧問等は、部活動の実施に当たっては、生徒の心身の健康管理（スポ―ツ

障害・外傷の予防やバランスのとれた学校生活への配慮等を含む。）、事故防止（活動場

所における施設・設備の点検や活動における安全対策等）及び体罰・ハラスメントの根

絶を徹底する。特に日々の活動においては、以下に十分留意する。

(1) 活動前に、使用する施設･設備の点検を行うとともに、生徒にも安全確認を指導し、

事故の未然防止に努める。

(2) 活動開始から終了時まで、生徒の健康状態や疾病などの健康観察を行い、健康状

況により適切に対応する。

(3) 気象庁の高温注意情報が発せられた当該地域・時間帯における屋外の活動を原則と

して行わないこととする。また、夏季においては、気象庁が発表する情報や環境省熱中症予防情

報サイト上の暑さ指数等の情報に十分留意して活動を行う。

・気温が３５度以上になった際は、原則活動を中止すること。

・猛暑日の活動については、必ず管理職の指示を受けること。

(4) 屋外での体育活動をはじめとする教育活動中に落雷の予兆や落雷注意報の発令が

あり、少しでも危険性のある場合は活動を中止する。その際危険性がなくなると判

断されるまで、安全な場所に避難するなど、児童生徒等の安全確保を最優先とする。

なお、校内外における活動中止の判断を行う責任者を決めておく。

６ 部活動指導上の配慮事項

(1) 各部活動の特性を踏まえた合理的でかつ効率的・効果的な活動を実施する。

(2) 適切な休養を取りながら、短時間で効果が得られる活動を実施する。


